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愛  知  県 
資料２ 



１ 鳥獣保護区特別保護地区の概要 

(１) 鳥獣保護区特別保護地区の名称 

   昭和の森鳥獣保護区特別保護地区 

(２) 鳥獣保護区特別保護地区の区域 

   豊田市西中山長根１―２、深見町長根 1114―１、1114―６番地の区域 

 (３) 鳥獣保護区特別保護地区の存続期間 

    平成 20 年 11 月１日～平成 30 年 10 月 31 日（10 年間） 

 (４) 鳥獣保護区特別保護地区の指定区分 

    身近な鳥獣生息地 

 (５) 鳥獣保護区特別保護地区の指定目的 

   指定予定区域付近は、「愛知県昭和の森」として整備され、県内の大都市 

  である名古屋市、岡崎市、豊田市等の市街地からも交通アクセスが良く、 

  県民の憩いの場として多くの利用者がある。また、区域内に東海自然歩道 

  も通っている。   

   指定予定区域は「野鳥の森」と位置づけられており、二次林を主とした 

  森林が広く存在し、タヌキ、コゲラ、ヤマガラ等様々な鳥獣が年間を通じ 

  て多く観察される。都市住民等が身近な場所で鳥獣の観察等を行うことが 

  できるよう、これらの鳥獣の生息地を保全し、鳥獣の保護、繁殖及び誘致 

  を図ることを目的として、特別保護地区の指定をするものである。 
 

２ 鳥獣保護区特別保護地区の保護に関する指針 

 保護管理方針 

 (１) 鳥獣のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥獣の生息状況の把握 

   に努める。 

 (２) 定期的に巡視を実施する等により、生息地の保護を図り、鳥獣の安定    

   的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。 

 (３) 農林業被害の発生状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲の申請に対しては、 

   被害等の実績を十分考慮して適切に対応する。 

 (４) 鳥獣の生息に影響を及ぼさない範囲で、自然とのふれあいの場、環境 

   教育・学習の場として活用を図る。 

 

３ 鳥獣保護区特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び 

 水面の面積 

  総面積 76ha 

  内 訳 

   ア 形態的内訳 



     林野   76ha 

     農耕地   －ha 

     水面    －ha 

     その他   －ha 

   イ 所有者別内訳 

     国有地  －ha 

     地方公共団体有地  76ha   都道府県有地  76ha 

                                   市町村有地   －ha 

     私有地  －ha 

     公有水面 －ha 

   ウ 他の法律（条例を含む）による規制区域 

     自然環境保全法による地域－ha 自然環境保全地域特別地区－ha 

                      自然環境保全地域普通地区－ha 

     自然公園法による地域  30ha 特別保護地区 －ha    

                    特別地域   －ha 

                    普通地域    30ha 

     文化財保護法による地域 －ha 

 

４ 指定区域における鳥獣の生息状況 

 (１) 当該地域の概況 

   ア 鳥獣保護区特別保護地区の位置 

         この地域は、猿投山の南東側山麓に広がる森林地帯であり、「昭和の 

    森」として遊具施設や自然観察路等が整備され、広く県民等の憩いの 

    場として利用されている。また、指定予定区域内には東海自然歩道が 

    設けられ、同歩道付近が愛知高原国定公園に指定されている。 

   イ 地形、地質等 

         この地域は、三河山地の西縁部にあたる起伏の大きい西三河丘陵に 

    位置し、地質は砂礫層からなっている。 

   ウ 植物相の概要 

      この地域の森林は、薪炭林などとして利用されてきた経緯があり、 

    指定予定区域ではコナラ、アベマキ等の二次林が大半を占めている。 

     また、沢筋の一部には竹林が見られる。 

   エ 動物相の概要 

        この地域は市街地や農村地域と近接しているが、ほとんどが森林で 

     あり、テン等の獣類も生息している。鳥類は、アオバト、ホトトギス 

    等、低山帯の森林を好む種が多く見られる。 



 (２) 生息する鳥獣類 

    （平成 18 年度に愛知県が実施した生息調査で確認された種） 

   ア 鳥類 

      カイツブリ、オシドリ、マガモ、カルガモ、アオサギ、ゴイサギ、  

    コサギ、ノスリ、トビ、ハイタカ、ハチクマ、キジ、コジュケイ、キ 

    ジバト、アオバト、ホトトギス、カワセミ、コゲラ、ツバメ、ヒバリ、 

    キセキレイ、セグロセキレイ、ハクセキレイ、ビンズイ、ヒヨドリ、 

    モズ、ジョウビタキ、ルリビタキ、ツグミ、シロハラ、トラツグミ、 

    ウグイス、センダイムシクイ、セッカ、オオルリ、キビタキ、シジュ 

    ウカラ、ヒガラ、ヤマガラ、エナガ、メジロ、ホオジロ、カシラダカ、 

    ミヤマホオジロ、アオジ、カワラヒワ、ウソ、イカル、スズメ、ムク 

    ドリ、カケス、ハシブトガラス、ハシボソガラス 

     25 科 53 種 

   イ 獣類 

     ノウサギ、タヌキ、テン 

     3 科 3 種 

 

 (３) 当該地域の農林水産物の被害状況 

    当該地域内においては目立った被害はない。また、過去３年間に有害鳥 

   獣捕獲は実施されていない。 

 

５ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３２条の規定による補償に関 

 する事項 

  損失補償請求の見込みはない。 

 

６ 施設整備に関する事項 

  特別保護地区用制札   ２０本 

  



昭和の森鳥獣保護区特別保護地区位置図 
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昭和の森鳥獣保護区特別保護地区（再指定） 

 
特別保護地区（約 76ha）
旧

 
鳥獣保護区（約 800ha）
 


